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０・景気は回復基調にあるものの、社会経済環境の変化や国施策の動向等を踏まえながら、大阪経済の活性化、雇用機会の創出及び府民生活の向上を図るため、 「大阪府中小企業振興基本条例」に基づき、施策を総合的に推進。 
０「大阪の成長戦略」を具現化するため、 「新工ネルキー」及び「ライフサイエンス」分野を中心に、特区制度を一体的に活用しながら、引き続き新たなビジネスの創出や国内外からの新たな投資、関連企業の集積、中小企業の参入を促進。 
０厳しい経営環境の中で、 様々な経営課題の解決や新たな事業活動にチャレンジする中小企業に資金・経営・技術・人材面にわたるトータルサポートを実施。
◆若者や女性などが産業分野において活確できるための人材育成、 マッチング支援等を「OＳＡＫＡしごとフィールド」を中心に実施するとともに、 障がい者など就職困難者に対する就業支援を実施。

⇒成長産業振興、中小企業支援、雇用促進の施策の有機的連携に加え、金融機関との連携9,資料１81Ｌ)等についても広く取り組み、大販産業の成長に向け、より一層の支援力強化を図る。 

０バッテリー(賽電池0x、 水素81 �然料電池分野の新81ピ�属
・「蓄電池、水素・燃料電池国際カンファレンス」の開催
・「Ｈ２０ｓａｋａビジョン9,仮称0x」に基づく取組みの推進
・バッテリー戦略研究センターの運営

０中小・ベンチャ一企業等の参入からビジネス化までを一買して支援
中小・ベンチャ一企業の新工ネ産業分野への参入を支援
大手・中堅企業とのマッチングをコーディネート

国ライフサイエンス産業の成長促進3,,9,資料３3,0x 

０医薬品・医療機器開発における一貫した支援
・創薬シース事業化支援事業
・治験ネットワーク機能構築事業
☆Ｐ Ｍ Ｄ Ａ関西支部支援体制確立事業ｫ要求中ｻ
・医療機器研究開発支援事業

０町循新开究ｔンターを核とした「医療クラスター」の形成に向けた려자組み
北大阪健康医療都市形成推進事業

０大阪でがんばるものづくり中小企業の成長投資促進
・府内投資促進補助金
・市町村のまちづくりと連携した用地創
産業集積促進税制の期間延長⇒

０本社機能の立地促進
・地方拠点強化税制の活用

０成長産業分野の立地促進
成長産業特別集積税制の創設
特区等を活用したプロモーションの

改正条例案9,資料１９0x 

⇒ｌ改正条例案9,資料１８0x 

０グローバル企業の対内投資促進
外資系企業等進出促進補助金
大阪外国企業誘致センター9,０,0ＢＩＣ0xによる立地支援

０幅広い地域・業種を対象に海外での市場開発を積極的に支援
上海事務所、ビンネスサポートテ、スクによる現地での海外展開支援
知事による海外トッププロモーション

０国の地方創生加速化交付金等を活用した中核人材の確保
おおさかＵ Ｉ Ｊターン促進事業 ☆高度若年人材還流促進事業
大 フェッショナル人 営事業

日ものづ、⊠り企業等への支援3,9,資料５0x 
０ものづくりに関するワンストップサービス支援

・「ＭＯＢＩ０9,ものづくりビンネスセンタ一大阪0x」による総合的な支援
０技術の高度化支援、 知財戦略支援

・地方独立行政法人大阪府ｉ」7産業技術総合研究所による総合的な支援
ものづくりイノベーション推進事業 ・知財活動支援事業

０販路開拓やものづくり支援力の強化
ものづくり企業の販路開拓支援事業 ・ものづくり支援強化推進事業

国創業支援。中小サービス事業者への支援,09,資料６0x 

O創業促進・着実な成長を促す官民一体の支援
・大阪起業家スタートアッ八x9一事業 ・成長志向創業者支援事業

０新事業創出や新サービス等の開発支援
新事業創造プラットフォーム事業 ☆ＩＴを活用した生産性向上支援プログラム
デザイン等のイノベーション支援

０先導的휘列の創出と成果の波及
商店街サポーター創出・活動支援事業
地域連携型商機能強化モデル創出事業

国小規模事業者等への経営支援819,資料８0x 9,資料９3,0x 
０商工会・商工会議所等を通じた小規模事業者等への経営支援

・小規模事業経営支援事業
０中小企業組合の事業活性化や「経営革新計画」の承認等

・中小企業組織化対策の推進 ・中小企業新事業活動促進支援事業
０運輸事業者の交通安全・環境対策等の促進

運輸事業振興助成補助金

国3,創業 。成長を後押しする資金支援3,3,9,資料１０0x 
O創業の支援やチャレンジを応援する制度融資

開業サポート資金«一部要求中»、金融機関提案型融資、
設備投資応援融資等

国厳しい経営環境にある中小企業等への支援

０金融セーフティネットの維持
・経営安定サポート資金による資金支援

０下請取引の適正化等
・下請取引の適正化 ・官公需確保対策の推進

０返済困難者へのセーフティネット
返済困難者相談支援事業

０ものづくり人材の育成
ものづくり企業魅力発信9,高校生インターンシップ0x«要求中» 

０高等職業技術専門校の産業人材育成の拠点化
北大阪校、東大阪校、南大阪校における、ものづくり分野を中心とする産業人材の育成

政調会資料１ 
★81新規事業、 ｫ要求中ｻ 81知事復活要求等を指す

０若者と中小企業を結びつける取組みの推進
・若者安定就職応援事業«要求中»
・「OＳＡＫＡしご、とフィールド」を核とする若者の就業支援

０大学と企業の連携した実践的キャリア教育の推進
・課題解決型学習9,Ｐ Ｂ Ｌ0xの導入促進

０若年期女性の就業率向上のための先駆的な取組み
☆若年女性経済的自立支援事業

０働き続ける力を身につける新たな人材育成プログラムの開発
・女性が輝くOＳＡＫＡ実現プロンエクト事業

O地域創生人材育成事業による有資格者等再就職支援
・女性有資格者等復り帯訓練事業

０女性の働く環境整備やワンストップ相談機能の構築
☆OＳＡＫＡしごとフィールド女性活躍推進事業

国障がい者雇用の促進 9,資料x9４0x3,,03, 

０障がい者を雇用する事業主の雇用機会の拡大
・ハートフル条例に基づく法定雇用率の達成指導
ハートフル税制による法人事業税の軽減

・障がい者サポートガン八x9二一制度

０精神・発達障がい者職場定着支援
・ 職場定着を支援する企業内サポーターを養成
精神障がい者等の雇用管理手法の普及

０障がい者の就職支援
★精神・発達障がい者等のための就職支援事業

０職業訓練による就職支援
・障がい者、ひとり親家庭の親等に対する施設内職業訓練、 女ﾈ�勛ﾏ託言lｌ 
・中高年等離職者に対する再就職訓練、デュアルシステム訓練

０生活困窮者自立支援法に基づく市町村施策等との連動

国労働条件の改善と働きやすい職場環境つくりの支援
０総合労働事務所による労働者・中小企業への支援

職場の八ラスメントなどの労働相談の実施
労働関係法令、 労働関係情報等の啓発・提供

に す の ２９0x３３ １ 



【取組みの方向性】 ,
０今後の成長が期待される新工ネルキー産業において府内でビジネス創出8181。産業集積

国開催概要
,日 程平成２８年９月６日0x８日
会 場大阪国際会議場

。定 員３００名程度
9,企業の経営層や技術責任者等0x 

。参加費１０,０００円程度9,予定0x 
・主な講演予定者
米国工ネルキー省
独テユフズード社9,認証機関0x
ノルウェー産業科学技術研究所など

政調会資料２ 

7,「蓄電池分野」81。 。 ＮＬＡＢ9,大型蓄電池試験評価施設0xの開設を好機とした蓄電池ビ三ネス拡大と認証機関誘致を目指す取組み「水素。燃料電池分野」…初期段階の水素需要拡大と水素の社会受容性の向上に資する取組み
０新工ネルキー産業への参入から新技術・製品の開発促進、 技術マッチングまで、 意欲ある中小。ベンチャ二企業の取組みを一買支援

国開催目的
。府の主催による蓄電池、 水素。燃料電池をテーマにした国際カンファレンスを開催
・本カンファレンスでは、国内外のキー八x9一ソンを講師として招聘し、最新の技術動向、市場動向を参加者に

認識いただくとともに、大阪の先進事例9,ＮＬＡＢ、関空水素グリッドプロ:ジェクト等0xを世界に発信
。カンファレンスの開催を契機に参加企業や認証機関等との連携を強化し、大阪へのビジネス投資を誘発

国「Ｈ２０ｓａｋａビジョン9,仮称0x」に基づく取組みの推進
。府が取り組むべき水素関連事業9,燃料電池自動車9,Ｆ Ｃ Ｖ0x及び家庭用燃料電池9,工ネファーム0xは除く0xの
方向性を示す「Ｈ２０ｓａｋａビジョン9,仮称0x」9,２７年度中策定予定0xに基づき、 戦略的かつ幅広い分野で新たな
実証事業の府内展開を目指す

【基本的取組み】
①産学官が集結する場9,プラットフォーム0xを母体として、新たなプロジェクトを創出
②水素に関する正しい知識の普及と合理的な規制緩和の推進

【プロジェクト創出に向けた取組み】
水素の「製造」「輸送・貯蔵」「利用」のうち、大規模工ネルキー消買地である大阪の地域特性を踏まえ、ＣO２ 
フリー水素の利活用も視野に入れながら「利用」分野を中心としたＥｌ又組みを推進

産業用車両等への水素導入促進 純水素型定置用燃料電池活用モデル構築

会を開催するなど、普及開始間もないＦ Ｃ Ｖ及
び水素ステーションの更なる普及拡大に向けた様々な取組みを推進

グリーンイノペーショ:ン関連企業立地促進事業9,内示額81３０,２５５干円0x 水素関連ビジネス創出基盤形成事業9,内示額。５８７千円0x :81 

民間から登用した専門家 9,蓄電池分野及び水素。燃料電池分野0x のもと、その技術的知見や企業での事業経験を活用して、電池関連企業の更なる発展及び新規事業化への果敢な取組みを支援
国認証機関の大販への誘数
。２８年度に蓄電池の国際親格が発効
・Ｎ ＬＡＢや電池関連メーカー等が集積する大阪に認証機関を誘致
し、 ビジネス展開に必要なサービスがワンストップで提供できる体制
を整備

国ＮＬＡＢの利用促進
。電池メーカー等で構成する「蓄電池システムイノ
ベーション研究会」を運営し、 安全管理や情報
セキュリティ等の検討を通じて、 Ｎ ＬＡＢの利用を
促進するための環境を整備 9,２８期議整事２ｅス器台0x 81バッテリー戦略研究センター事業9,内示額81７,８０８千円0x 

国新たな実証事業等の創出
蓄電池や水素・燃料電池を活用した実証事業や先進的な
ビジネスモデルの創出を支援

国ビジネスプラン具体化支援

x981ｉ 

自社技術の強みを再点検しながら、新工ネ産業分野への参入に向けたビジネスプラン策定のための
ワークショップ及びセミナーを開催

国シース発表会
上記ワークショップ及びセミナ一受講者力ｉ策定したビジネスプランの実践の場として、 シース発表会を
開催 9,大阪スマートエネルギーパートナーズ事業と連携0x 

国スマートエネルギ、ーパートナーズの運営
中小・ベンチャ一企業等の技術シースの受け手となるスマートエネルギー関連の大手・中堅企業で構成する
「大阪スマートエネルギーパートナーズ9,８５企業0x」を運営し、技術マッチングを実施

国金融機関と連携したビジネス展開支援
地域に密着した企業ネットワークを有する金融機関と連携し、新たな事業展開や事業拡大、各種支援制度
に関する情報提供などを通じ、 中小・ペンチャ一企業等のビ:ジネス展開を支援

:新工ネ産業分野ビジネスチャンス応援事業9,内示額81７０５千円0x 大販スマートエネルギーパａトナース事業9,内示額81２,７９３千円0x  

２ 



０ 

０ 国における「健康。医療戦略」の推進 9,医療分野9,こおける研究開発の推進。
環境整備、健康医療に関する新産業創出など0x

０医薬品医療機器総合機構9,Ｐ Ｍ Ｄ Ａ0x関西支部の機能拡充を踏まえた
利用促進

０国家戦略特区による規制緩和の実現は道半ば
０北大阪パイオクラスターの新たな拠点9,医療クラスター0xとしての「北大阪健

康医療都市9,健都0x」の形成

大学等の創薬シースを、 経営。資金面などで幅広い支援ができるペン         
チャーキャピタル9,投資会社0x等につなける機会を提供し、大阪での事業          
化。起業を促進          

窓口機能の強化9,共同治験受入体制の整備0xや臨床研究コーディネー          
タ一養成など、大阪の高いポテンシャルを活力、した治験ネットワークの構築          

平成２８年度からＰ Ｍ Ｄ Ａ関西支部において「薬事に関するすべての相           
談」が可能となることを踏まえ、 利用者ニーズに対応した支援体制を関西支           
部において確立させる           

» Ｐ Ｍ ＤＡ関西支部について 81 

  

x9 ,0  x9Ｈ２５年度4, x9Ｈ２７年度4,3,、,  

グランフロント 塑控81ｔし、x9,0 
大阪内に開設ｌ 薬事に関するす 

→機能が限定的  3, 紹者目談8181３1重 

81818181818181818181818181818181818181818181818181818181,0,0,0一ーーーーーー一8181x9言,0x9 ,0  

:)    it    

1    

9,※0x 国立研究開発法人日本医療研究開発機構   

ＢＩｅ 政調会資料３ 

０ 医薬品。医療機器等の開発に沿った必要な支援。環境整備を引き続き図り、
ライフサイエンス産業の成長を促進

０ Ｐ Ｍ Ｄ Ａ関西支部における利用者ニーズに対応した支援体制を確立
０ 国家戦略特区等を活用した規制緩和を通じ、研究。開発からの迅速な実用

化。産業化を後押し
０ 関係機関が一体となり、健都への企業誘致活動を実施

３ 



国 ｓ 

０ 3,１０年以上連続して府外へ企業が流出
２００５9,平成１７0x年0x２０１４9,平成２６0x年81 【府外へ転出した企業】２,４２４社一【府内へ転入した企業】１,５２３社x9【転出超過】９０１社
転出企業の移転先81①兵庫県８４３社9,３４3,８0x0x、②東京都３５８社9,１４,８0x0x、③奈良県２５９社9,１０3,７0x0x、④京都府２１６社9,８3,９0x0x 

０産業拠点への立地はほば完了9,契約率９９0x9,Ｈ２７。１２末現在0x0x。工場用地不足が顕著に
主な産業拠点の契約率81テクノステージ゛和泉１００0x、津田サイエンスヒルス゛９７3,６0x、りんくうタウン９８,６0x、阪南スカイタウン８９3,４0x 

０ 国では地方創生の核となる企業本社移転に対する優遇制度 9,地方81拠点強化税制0x を創設。本社機能の地方移転の取組みを強化
平成２７年８月、地域再生法改正 9,府の地域再生計画が１０月に認定0x 

０特区税制を創設して３年が経過。特図において実績は上がっているものの、まだ十分な産業集積までには至っていない
認定件数１２件 9,投資総額9,見込含む0x約３２８億円、 雇用人数9,見込含む0x３２５人0x 
平成２８年３月末、府条例が期限切れ。引き続き成長産業の集積を進めるため、期間の延長が必要。
また、水素や健康関連の事業が総合特・区の対象事業に明記されていない。同じく産業集積促進税制も期限切れ。 
ライフサイエンス分野では「健都」に一層の企業集積を図っていくことが求められる。

０外資系企業の東京への集中3, 
国内の外資系企業数の割合 東京都７６3,３0x、大阪府３,７0x 

政調会資料４ 

① 大阪でがんばるものづくり中小企業の成長投資促進
補助金により投資促進、 産業集積促進税制の期間延長
市町村への工場用地創出への働きかけを実施

②本社機能の立地促進
地方拠点強化税制の活用
府も府内投資促進補助金や成長産業特別集積税制等に
より後押し

③成長産業分野の立地促進
現行特区税条例を改正し、 成長産業特別集積税制として、
新工ネ・ライフ分野など大阪の強みを活かす産業・技術の強化を
図る

④ グローバル企業の対内投資促進
外資系企業等立地促進補助金を活用
各種優遇制度も活用し外資系企業を誘致

①大阪でが、んばるものづくり中小企業の成長投資促進 ③成長産業分野の立地促進

大阪で  がんばる中小企業の再投ｉ  ｌ,0   81促進し、 府内企業の府ｉ  流出を防止する  
⇒工81  易の建替や拡張への投資１   x9進し、生産性を高め大にｕ  で末永く立地いただ  jｒるよう支援 

81x9 

高速道路や幹線道路沿いにおいて、 市町村等の都市計画手法による用地創出に働きかけを行う

現行特区条例を改正し、 ５年間期間延長と府が独自で区域。事業を追加することにより、 一
層の成長産業の集積、促進を図る 【条例改正の概要81政調会資料１８】

国家戦略特区等を活用した大阪の投資魅力を国内外に広くアピールすることにより、 認知度
向上を目指す

3,-81f ,0 81,0ｌ81ｌx9r!;

期限切れとなる産業集積促進税制を延長し、 市町村との連携により工業集積促進地域での
さらなる工業集積の維持。促進を図る

⇒工業集積地の維持促進を図るため不動産取得を支援 【条例改正の概要81政調会資料１９】

②本社機能の立地促進
81x9 

改正地域再生法により、国から認定を受けた地域再生計画に基づき、企業本社機能9,本社、研
究所、研修所0xの府外流出防止、府内誘致を促進する

国 ｏｎ 

大阪外国企業誘致センター9,０,0Ｂ Ｉ Ｃ0x9,こよる外資系企業支援
⇒法人設立手続まできめ細かな支援や、 大阪進出のためのプロミーションを実施

④グローバル企業の対内投舊      

81,0ｌ

  

対日投資を促進するため、外資系企業の本社、 アジア拠点の立地を促進する       

４ 



第２期ＭＯＢＩ０もの3,づ く,0リ支緩アク3,ションプラン9,Hｉ６年度~0x に基・き,0ものづく,0 ０中小企黨の支緩を要施。 
   『大阪版エコノ電ツクガｎデx9・タ・3,Ｃ,0EＧ,0おおさか)』 を指針に活動を維進81, 3, 

ＥＭＯＢｌ０の役割9,ものづくり中小企業の総合支援拠点0x ,0,0  3, 
,0東大阪市荒本⊠ｔ、,,0クリlcイショ3,、� ａ,81=iア東大阪内に平成２２年４月開設,0 3, 3, 

、 ・経営カ3,Ｅ展開力の向上、3,変革と姚戦を目指す自律成長型の企業を支援

⊠3,ａ,0人が人を呼ぶ支援機関づくり ,0  ,0 
・府立産業技術総合研究所 �9,和泉市0x3,3,と連携3,3, ,  

ｇ 3,１8181整分ﾆ�。 ����� ｊ 大手メーカー生産拠点の移転、下請構造の開壞により、事業転換や多角化など自社の ｌ 
技術力、生産能力を生かした新分野への展開が必要 81 

ｊ 281登違81的ﾇ�痘ﾍ２船Ｅ ｌ ・昌業力、設計力、海外展開、自社製品・技術の保有、人材の確保・育成等総合的な ｌ 
経営力の向上が必要 81 

ｉ 一盤２源Ｌ２重ﾆ岦ｶ3,要81空ｎ四ｉＬ解 ｉ , ・支援機関や専門家等外部資源の活用や海外企業とのネットワーク構築が必要 , 
、、、81。経営課題への対応のため積極的な交流の場、マッチングの場への参加が必要 81ｆ0x

０一ーーーーーーーーーーーーーー一8181一一81818181818181,0一8181一ーーー一ａ一ー一０一ー一81,0０一一

国企業の「変革と姚
戦」に向けた “知る・ 
やる。集まる”を做底
支援

国企業の「経営力向
上」 と新分野参入と新
ビジネス創出に向けた
「展開力」の支援強化

国エコノミックガーデ
ニングの理念に基づき

「産学公民金」の協力
体制を強化

第２期ＭＯＢｌ０ものづくり支援アクションプラン概要

ｊ OＭＯＢＩ０の活動実績81Ｈ２６年度実績9,対Ｈ２１年度比0x １ 
81 

来場者数・・・２６,１９１人9,３７0x増0x 81 
ｊ 相談件数…４,要８件9,１０３0x増0x→約２倍 ｊ 

マッチング引目件数一２,０２９件9,対Ｈ２２年度比１９８0x増0x 約３倍 , 
ｊ ＭＯＢＩ9,)-Ｃａｆｅの開催… ｊ 
、、、81 Ｈ２２0xＨ２６年度の５年間で４９９回開催、延べ１万３千人超の参加81,,x9一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一81ーーー一818181一ー一818181一一81０81ａ8181一ーーー一81ーーーーー一０

※エコノミックカー子ニング3,819,ＥＧ0x 81と」ま一地域経済を「庭」、地元の中小企業を「植
物」 に見立て、地域という土壌を生かして地元の中小企業を大切に育てることにより地域
経済を活性化させる政策のこと。 9,米国リトルトン市発祥0x 

» ＭＯＢＩ０,0Ｃａｆｅ0xＦｏｒｕｍ 
少人数形式のセミナ一及び交流会の開催により、 ものづくりに関わる多様な企業や機関との出会いの場を提供
大阪ものづくりブランド構築支援事業Ｋ内示額３, ４２９千円】

府内ものづくリ中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれた製品9,消費財0xの認証制度。 Ｈ２４0xＨ２７年度４２製品認証
ものづくり中小企業顕彰事業Ｋ内示額８０ ０千円】

高度な技術力や高いＱＣＤ9,品質・コスト・納期0xを有する優れた「ものづくリ中小企業」を発掘し、 「大阪のものづくり看板
企業9,匠0x」として選定・顕彰9,Ｈ２０0xＨ２７年度４９３社0x 

» ものづくりＢ２Ｂネットワーク整備事業「内示額１５, ３６１千円】
金融機関9,３８機関0xと連携したビジネスマッチングの推進9,Ｈ２８3,１月末現在0x

大規模展示商談会等活用事業9,出展支援補助0x Ｋ内示額１２, ３０１千円】
新たな取引先の開拓を望むものづくり中小企業に対して、 大規模展示商談会を活用した販路開拓の取組みを支援
Ｈ２７年度は、機械要素技術展での共同出展9,８社0xを実施、６ヵ所の展示商談会で２５社に補助金を交付9,Ｈ２７年度末見込み0x 
新分野。x9ツチ市場参入事業化プロジェクト支援事業Ｋ内示額１７, ３９４千円】

府内ものづくり中小企業が行う新分野・二ツチ市場等へ新たに参入するプロジェクトをモデル的に選定、 プロジェクト
マネジメントの手法により事業化までを伴走的に支援。 Ｈ２７年度６件のプロジェクトを決定・支援中

0x ものづくりイノベーション推進事業Ｋ内示額１６, ２０３千円】
ものづくり企業のイノベーショ,ン9,技術革新0xを創出するため、産学官の支援機関,ものづくり企業の双方向ネットワークの
強化を推進。ものづくりイノベーションネットワーク会員支援機関２１６機関、企業１,０４４社9,Ｈ２７3,１２現在0x
開発初期段階の技術開発を支援するための助成金を交付。 補助額１４3,２２５千円 9,８件0x 、補助率１0x２ 9,Ｈ２７年度末見込み0x 

» 知財活動支援事業Ｋ内示額２,０９０千円;1
ＭＯＢ Ｉ ０、発明協会、大阪産業振興機構など支援機関と連携し、企業に赴きアドバイスを実施するとともに知財に関する

セミナーを開催するなど中小企業の知財に関する問題解決に向けてサポートを実施

特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館9,Ｉ ＮＰ Ｉ Ｔ0xの大阪誘致活動
ものづくり企業の技術革新と知財戦略への取組みを促進するため、 地方創生本部に対し、 特許庁及びＩＮＰ ＩＴの移転を提案

» 「ＥＧおおさか」の推進9,経営力強化・支援体制構築事業0x 【内示額１,３３４千円】
自治体、商工会・商工会議所、産業支援機関、大学、金融機関等の公的支援機関の顔の見えるネットワークを構築し、
活動・人本オ・情報を共有。ネットワークへの参画機関９２機関２３３名9,Ｈ２８3,１現在0x 3, 

「地域経済コンシェルジュ養成研修」 を実施、 ネットワーク参画職員等を対象に支援活動のスキルの習得と参加者相互の
交流を促進

５ 



◇開業数は過去１0年の最多水準に回復。 ６0x 

◇市町村の創業支援事業計画
１９市町9,Ｈ２６末0x→３３市町9,Ｈ２７末0xに拡大。 ５0x 
9,事業所分布ベースで府内９６81７0xを力パー0x

◇目標「開業事業所数１万ケ所」 ４0x
9,策定中の大阪府「まち・ひと・しごと創生総

合戰略9,案0x」0x ３0x 

出典81屋用保険統計年報

８,４６０
１ １ ７,２４６ 

◆大阪起業家スターｆアッパ一事業費
  3,,x9,�【内示額ｉ３0 

,03,０創業支援機関の推薦に基３き 、ビ１シネ;

 3,,0、テ자を年2国開催、受賞事業者ｌx9対し１ 
,0.�3,成型補助金の交付と個別支援。 3,3,x9 3, 
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ＨI９ Ｈ２０ Ｈ２:L Ｈ２２ Ｈ２３ 

ア１
１月0x 

１ 

9,件ｉｏ,cｏｏ 

６,６３８
ｌ,0n月0xフ,５００ 

Ｈ２７ 

５,０００ 

２3,５００ 

０

9,年度0x 

【Ｈ２５】  【Ｈ２６】  【Ｈ２７】 
①  有望起業家の発掘  

x4推薦機関登録数  ２５団体  ５６団体  ６９団体 
②  ビジネスプランコンテスト年１回開催  年２回開催  年２回開催 

x4対象ビジネスプラン数  ３８이牛  １,１１８件  １,２９１件 
x4推薦9,応募0x数  １９件  ３８件  ６１件 
受賞事業者数  年５件  年６件  年１0件 

過去受賞者の雇用伸び81十７５人

や女性など新たな起業の担い

◇新規株式上場企業は支援環境の整う東京に  81大阪   
総生産 (H2a)  集中。  

１０１,１５１件  １a995件  ａ ３８3件  
◇成功した起業家が次世代の起業家を支援する  上場数 9,１,0its)  １ ８８社  １０１社  

循環の仕組み9,ベンチャーエコシステム0xを大阪  ２２社  
に根付かせることが急務。  .ｌ  

(Ｈ２７0x  ９８日,0  

０成長志向創業者支援事業費 １内示額813,１２,９４２手円】

０株式上場志向のペン手１ヤ一企業に対し、 上場経験のある
起業家等ｉこｉる積極的な支援を実施。3, ,0 3, 

平成２７年度81 応募９０社から２１社を選定し支援
x4 勉強会、成功者の実体験を学ぶ講演会
x4 メンバーどうしを切磋琢磨させるグループワーク
x4 上場経験のある起業家９名等による個別の指導助言
x4 ベンチャーキャピタルや人ネオ会社等とのマッチング
x4 在阪ベンチャ一支援機関との提携による支援

０新事業創造プラットフォーム事業費3,【内示額81 .1０,４９１3,千円】・ ,0 

０社会課題の解i対:81つながる新たなサービス・ビジネスの創出をめざし、 多様な人々の参加による連続セミｉ-,0・ 
3, ワークショップ等の開催9,協働,協創の場ｉプラットフォーム0xやコーディネーターによる個別支援を通じて、ビジネー

,0ースアイデアの発掘から事業化までを支援。3,,0,0  

◆中小企業の生産性向土につながるIＴを活用した新サービスの創出、一ＩＴ企業の人材確保3,3,3, ,   
 3, ,【高度若年人材還流提進事業費9,地方創生加速化交付金事業0xの内数】

9,0x3,中小企業が抱える課題を解決するためのIＴ企業の新ｉｌrービス開発支援。 開発過程では、ーアイテァ・3,技術を有す  
3,⊠3,る東京圏の学生インターンとのマッチングを実施することで3,,0府内「「業界の入材確保も図る。�,03,3,  

６ 



政調会資料７ 

０ 商店街は日常生活に必要なモノやサービスを提供する場だけでなく、 地域コミュニティの核として、 安
心・安全をはじめ、高齢者や子育て支援など、多くの面で、まちづくりの一端を担っている。

０ 商店街支援は、地域特性に精通し、地域に身近な住民サービスを担う市町村の役割が大きい。府は、広
域的な立場から金融機関や大学等との連携により、 先導的な事業を実施し、 その成果を波及させる。 

Ｅ商店街サポータ3,x9創出。活動支援事業9,Ｈ２６年度0x0x 81Ｈ２８年度内示額81１６,９７４千円
０課題解決プラン事業 

商店街以外から、 商店街の課題解決のモデルとなる事業プランを募集
公開のコンテスト形式で優れたプランを選定の上、 実証するための事業を委託実施9,上限２７０万円0x件0x

〔平成２８年度の変更点〕 ・
・課題テーマの件数の拡充9,２件⇒３件0x ・優秀プラン採択件数の拡充9,４件⇒５件0x
・過年度実施事業の成果波及報告会を新設9,年２回開催予定0x 

〔平成２７年度優秀プランの事業例9,応募件数１４件のうち４件を採択0x〕
・女性等を対象とした商店街でのインターンシップ等による短期・長期出店への誘導
・ 地元大学と地域が連携して、 子育てママ支援拠点を運営し、 集客拡大をめざす
・放課後学習や子育て相談等の支援活動拠点を兼ねたカフェの運営 9,信金との連携0x
・介護予防運動等のレクリエーションプログラムを提供するカフェの運営 9,信金との連携0x

9,経済産業省 の 健康寿命延伸産業創出推進事業と連携0x

０コーディネート事業
商店衡を舞台に実現したいアイディアを持つ商店衡サポーターと、 府内の商店街とをマッチング

〔支援内容〕 ①活動促進費の支給9,上限１０万円0x ②専門家派遣
〔実現したアイディアの例9,Ｈ２８3,１月末時点0x〕

・商店街イベントの運営資金調達を目的としたクラウドファンディングの活用
・大学生のボランティアチームによる書初め、着物体験 など 計２４件9,累計0x 

圈地域連携型商機能強化モデル創出事業9,Ｈ２７年度0x0x 81Ｈ２８年度内示額81１１,５９４千円

「商業機能の強化」 に重点を置き、 地域ニーズを踏まえた商店街の集客力向上と、 その先導役を担う
魅力ある個店づくりに同時に取り組む事業モデルを創出 9,３箇所81上限３７８万円0x件を補助0x

〔事業内容〕 3, 
・商店街と地域住民が主体となり、市町村、専門家、商工会等を交えた実行会議
・集客力向上の実証事業と効果検証を繰り返し、 自立的な運営体制づくり
・先導役となる核店舗を５店舗程度選定し、 住民や専門家との意見交換等を踏まえ、 経営改善・

活性化策を実施

〔特徴的な取組み事例〕
・地域と連携したお試し出店イベントの定期開催
・親子を対象とした商店街ファンづくり 9,商店街コンシェルジュの認定0x
・子どもを対象とした個店による体験イベントの開催

Ｅ成果波及 3,

０成果発表会9,年３回開催0x
課題解決プラン事業の優秀プランの取組成果の発表会

０大阪府商業施策研究会9,年５回開催予定0x
先進事例等の共有 ・ 波及を目的にモデルとなる事例発表と意見交換を中心とした研究会

〔対象者〕市町村、商工会等。 Ｈ２７年度から金融機関の商業振興担当者、商店街リーダーも参加

【波及状況】
・金融機関と連携した全国の物産展の開催 x9i>７５商店街で開催9,Ｈ２７3,４0x１２末時点0x

商店街主導による週替わりレンタルショップの運営 ⇒４店舗9,十３0xに増加

７ 



ｌ題 事業再構築の概襲

小規模事業者へのサービスの質向上を目的に、 商工会等への補助事業を次のように再構築

平成２０年８月０人件費補助から事業費補助への転換 3,
０事業評価制度の導入

平成２２年度 ０カルテ方式の導入9,支援メニューの標準化及び単価設定0x
０実績主義の徹底
０民間との競争原理導入 9,民間専門家による「経営力向上緊急支援事業」 81 Ｈ２２0x２４0x 

事業実績9,年度別支援事業者数0x 

１１ｔ585  １a237  １ａ１２２  

9,３１3)  9,３３4)  9,３５８0x  9,３670x  9,３５５0x  9,24５１ 

癌業数 動用前出解

園事業評価

・◇事業再構築により、利用者満足度等の評価アップ⇒支援サービスの向上

２７3,００ 

２６3,００ 

２５3,００ 

２４3,００ 

２３3,００ 

２２3,００ 

利用者満足度(３0点満点0x 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

０利用者満足度が向上するなど商工会等の支援サービスが向上。  
０商工会等が取組む専門家や支援機関との連携などを促進させることにより、 小規模事業者の

課題に対応した効果的な支援サービスを提供。

圈今後の方向性

引き続き、事業全体のＰＤＣＡサイクルによる事業評価を行うとともに、必要に応じ
て現場の実情を踏まえた制度の改善を行い支援サービスの向上に努める。 

８ 



團事業概要
運輸事業の振興の助成に関する法律の趣旨を踏まえつつ、 府民及び事業者にとって意義の

ある交通安全対策や環境対策等を促進するために、 運輸団体に対し補助金を交付する。

國補助金スキーム  

 大阪府のスキーム    【参考】法の粋組み,03,,0 

基本的な  法の趣旨を踏まえつつ、 交通安全や環境などの分野  省令に基づき算出した基準額 
考え方  及び府民の利便性の向上に資する事業のうち、 府民  を法で定める運輸団体に対し 

及び事業者に効果が行き届くものに限定し交付する。  交付する。 9,Ｈ２７基準額0x 
・府トラック協会9,１０億円0x 

交付先  。一般社団法人大阪府トラック協会 
。一般社団法人大阪バス協会  

・府バス協会9,０3,６億円0x 
・大阪市バス9,７百万円0x 
・高槻市バス9,２百万円0x 

対象事業  。 交通安全対策に関する事業  政令で定める交付金の使途 
・輸送の安全確保 
・サービスの改善及び向上 
・地球温暖化防止等環境保全 
・運輸事業の適正化 
・災害時物資運送体制整備 
・経営安定化9,基金を設けて行う 

事業に限る0x 
・中央団体出捐金 

9,事業者巡回指導、安全確保装置導入助成等0x 
。環境対策に関する事業  

9,低公害車・エコタイヤ導入助成等0x  
。 府民の利便性の向上に資する事業  

9,ノンステップバス・バス停留所設備改善助成等0x 
・緊急輸送体制の整備に関する事業  

9,緊急輸送訓練等0x  

国内示額 ６５２, ０５７千円 9,トラック６０２,０２０千円、バス５０,０３７千円0x 

国経 過

年度  予算額・状況 

・Ｈ２１予算額81１０3,２億円9,トラックfia会９3,６億円、ハx9ス協会０3,５億円、大阪市ハス８百万円、高槻市ハス２百万円0x 
Ｈ２１  ・ 昭和５１年度に地方税である軽油引取税に暫定税率が導入された際、 課税技術上、 営業用と自家用の格差 

設定が困難であったことから、 税率引上げに対する営業用トラック・バスの輸送力の確保、 輸送コスト
上昇の抑制措置として、 自治事務次官通達に基づき、 運輸団体に対し補助金を交付 

Ｈ２２  ・予算額81３3,３億円9,トラック協会３3,３億円、ハス協会３百万円0x 
・事務次官通達を根拠に地方の一般財源の使途に制約を課すことは、 地域主権に反することから本補助金 

を見直し 
・暫定措置として、 これまで団体が実施してきた事業の中で、 府として政策上の位置づけができる事業 

9,交通安全・環境等0xに限定し、補助金を交付 
・府財政構造改革プラン9,Ｈ２２3,１０0xで本補助金は「２２年度で廃止。施策目的9,交通安全・環境等0xに沿つ 

た事業として再構築」とされた 
・平成２３年度税制改正大綱において本補助金の法制化明記 9,Ｈ２２3,１２0x 

Ｈ２３  ,予算措置なし9,法制化の動きを見極め0x 
・運輸事業の振興の助成に関する法律施行9,Ｈ２３3,９0x。都道府県に交付努力義務 

Ｈ２４  ・予算額9,９月補正0x 81２3,５億円9,トラック協会２3,１億円、ハx9ス協会０3,４億円0x 

Ｈ２５  ・予算額81３3,８億円9,トラック協会３3,３億円、ハx9ス協会０3,５億円0x 

Ｈ２６  ・予算額81５3,５億円9,トラック協会５3,０億円、ハス協会０3,５億円0x 

Ｈ２７  ・予算額81６3,５億円9,トラック協会６3,０億円、ハx9ス協会０3,５億円0x 

９ 



融資梓 
9,億円0x 

長支援型融資   ２,５００ 
ｏ開業サポート資金   

１００ 

ｏ小規模企業サポート資金   

３５０ 

  

ｌ ゛ 用」 0１００0x０ ｏ 域支援ネットワーク全 １3,４ｙｏ １５%ｏ  

ｏチャレンン応援資金   

２,０５０ 

法認定型 １所定１資任共有tｘt８0x  

金融機関提案型  

解器81型9,保証なし0xｌ所定 「任共有ｌ ° ド融機関プロパー型9,保証なし0x ,0 ,0  

経営力強化資金 ｌ所定隔算書ｏ富%ｌｘｌ１ｏ0x  

設備投資応援融資9,保証協会保証付0x ｌ ｊ◆ｘ詳°ｌ買任共有1０1１０0x  

国セーフティネット融資    ２,５００ 
Iｏ経営安定資金 ｌ所定1１００0xｌｘｌ１０0x    ２,５００ 

小計 9,災害等対策資金を臉く0x    ５,０００ 
題災害等対策資金 ｌ ,0 １１００0xＩ ０1２０0x    １,０００ 

合 計    ６,０００ 

9,参考0x
Ｈ２７年度9,１２月末現在0x制度融資実績81２,０８２億円

０府内での創業や小規模企業の成長促進 に向
け、 「開業サポート資金」や「小規模企業
サポート資金」で支援。 

０金融機関等によるサポートとともに頑張る
中小企業を応援する 「金融機関提案型融資」
や「経営力強化資金」を実施。

◆「設備投資応援融資」により、中小企業の
設備投資を促進。 

０金融セーフティネットとして、十分な融資枠
を確保

«Ｈ２７年度9,１２月末現在0x実績81８９６億円» 

※「資任共有」とは、原則として信用保証協会が８０0x、金
融機関が２０0xの割合で責任を共有する制度3, 

x9Ｅ金融機関提案型融資 【平成２３年から実施】
«金融機関提案型融資実績» 

３２  ４０  ５４  ５６ 
１８７  ７７９  ８３２  ９７３  ９０１ 

※金融機関の合併に伴いメニューを整煙

復活要求額81７４０,０００千円

国策定中の「大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略9,案0x」を踏まえ、府内での創業を促進するため、現行
の「開業サポート資金」の金利について０3,２0xの引下げを行うこと、特に多様な起業家の育成に向け、女性・ 
若者・シニアについては、さらに０3,２0xを引下げ、 トータルで０3,４0xの引下げを行うことを要求中。 

現行  要求中 

開業サポート資金  

開業資金  
１3,６0x  

１3,４0x 
うち、女性・若者・シニア・ＵＩＪターン １,２0x 

地域支援ネットワー  フ型  
１,４0x  

１,２0x 

うち、女性・若者・シニア・ＵＩＪターン １3,０0x 

田金融セーフティネットとして、 一定の景気変動にも対応できる十分な融資枠を確保。 
国「金融機関提案型融資」や「設備投資応援融資」などにより、中小企業の成長を支援。 

※總掛け部分は復活要求中のため未確定

近年、 「金融機関提案型融資」等の成長支援型資金は、着実に進捗。 
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政調会資料１１ 

◆目的 O地方創生の取組みの中で、地域金融機関の経営サポート機能9,ビジネスマッチングや創業・新事業支援、海外
・ 展開支援等0xや取引先中小企業とのネットワークと連携し、金融と経営支援の一体的な取組みや府の中小企

業支援施策の情報発信による活用促進を図る。 3, 

選要報講装⊠ｊ⊠ ・中、�、企�業屋ｌ推進にわたる報事業について、 �業態ﾈﾈｊ応じてパッケージ化し、 ｌ ｙ 81個別訪問寺による,0ｌ里携提本を実施。見在、個々のｉ學携事業ついて取組み・協ｌ職中。 81 

◇金融機関との連携協定の締結状況
０りそな銀行……・「中小企業振興に関する連携協定」9,Ｈ２７3,３月0x、「包括連携に関する協定」9,Ｈ２７,７月0x
０三井住友銀行… 「戦略事業分野における産業振興に関する連携協定」 9,Ｈ２７3,３月0x
０大阪信用金庫一・「産技研との包括連携に関する協定」 9,Ｈ２７3,１１月0x、「包括連携に関する協定」 9,Ｈ２８3,１月0x 

◇連携事業の提案先金融機関 9,計２６金融機関0x
０都市銀行9,４行0x、地方銀行9,７行0x、信用金庫9,１１金庫0x、信用組合9,２組合0x、政府系9,２公庫・金庫0x 

◇金融機関職員の府上海事務所への派造9,りそな銀行0x
◇金融機関のコーディネータを週にｌ回産技研に派遣、 産技研のインキユペーション施設入居企業等に創業支援

ファンドで事業化の支援9,大阪信用金庫0x
◇大販１離基家スタートアッパービジネスプランコンテストに金融機関の特別賞を新設。賞金提供 9,近畿大販銀行0x 
◇東京国で開催するＵ:1[Ｊターン促進セミナーの共催9,りそな銀行0x
◇金融機関職員に対し府の中小企業向け相談窓口活用セミナーの開催

9,三井住友銀行、永和信用金庫、大販厚生信用金庫、商工組合中央金庫81參加者計約３２０名0x 

81ｆ 

田成長産業分野への參入促進
・金融機関との共催によるスマートエネルギー分野への参入促進セミナーの開催、 大阪健康寿命延伸産業創出プラット

フォームに金融機関が支援機関会員として参画 9,１０機関0x
国府内立地プロモーション

・府の立地プロモーションセミナーについて金融機関のメルマガで発信
国海外展開支援
商アビジネスサポートネットワークへの金融機関の参画

国経営支援
要對 との共催による経営革新セミナー・個別相談会の開催、 府産業デザインセンターについて金融機関の機関紙で紹

介・支店でのチラシ配架、金融機関とよろず支援拠点との共催によるセミナ一等の開催 
国創業支援
,0・創業支援機関ネットワーク会議に金融機関が参加
国金融支援
,081金融1]機ｉ期是案型融資や設備投資応援融資等の活用促進
国商店街の活性化

・府商業施策研究会への金融機関の参加・先進事例の発表
Ｅものつくり企業支援

・ものづくりＢ２Ｂネットワークに金融機関が参加、地域経済コンシエルンユ養成研修を金融機関職員が受講、
大阪いいもん・うまいもん市プレミアムショップのギフトカタログを金融機関の支店に配架 9,８機関 81 計約９,１００部0x 

国人材確保支援
商ヨナル人材戦略協議会に金融機関が参画9,１９機関0x、合同企業説明会に参加する中小企業の金融機関

からの推薦、中小企業向けインターンシップ入門セミナーの共催、OＳＡＫＡンョブフェスタのリーフレットを金融機関の支店に配
架9,９機関、計約４,４００部0x

国障がい者雇用
・府障がい者サポートガン八°二一の登録促進、金融機関の法人カードのポイント交換において大阪ハートフル基金への寄附を対

象化
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政調会資料１２ 

平成２７年度５号補正内示額
平成２８年度内示額 ・  
復活要求中 ・ 3, 

１５６,７６３干円
１３３,６７５千円
７８,２６４千円

０府内の大学新率者のうち、 進学を除く概ね５ｽﾃこ１人 9,約８,０００人0x が正社員などの安定した職に
就かないまま率業するとともに、 就職をした大率生の３割が３年以内に離職をしている。
その結果、 府内の約４割の若者9,２０0x３４歳0x が安定した職に就いていない状況。
一方で、,0従業員３００人未満の中小企業の求시音率は３3,５９倍あり、 ミスマッチが生じている。

◆２０代の若者を中心に大阪から東京圏に、 毎年１万人程度流出し,、 更なる人材不足を招いている。
◆事業を維持・拡大を志向する中小企業の約４割が、 人材確保に課題があると回答するなど人材不足

が企業成長の妨げとなっている。 

戦略的取組み

若者の
“働き続ける”を支援

☆公民連携による企業との交流
を軸とした就職支援をOＳＡＫＡ 
しごとフィールド外で実施

〔復活要求中〕７８,２６４千円
〔事業内容〕

０金融機関等と連携した合同企
業説明会の開催

０公民連携を活用した職場体験
や就職支援

０ものづく リ企業と高校生のイ
ンターンシップの実施 等

東京圏から
若者等の還流を促進

☆東京圈の優秀な若者等を府内中小
企業に結びつけ

〔Ｈ２８内示額〕１３３,６７５千円
〔事業内容〕

Oｕt Ｊターン就職相談
０合同企業説明会等の開催
０就職マッチング
０企業の魅力発信情報誌等の制作
Oｕt Ｊターン助成金の交付 等

☆大阪のしごと情報等を一元的に収
集しｕｌ Ｊターン就職希望者に提供

〔Ｈ２７内示額〕１２,８４１千円

☆地域間連携。近畿圏
移住促進フェアを開催

〔事業内容〕
０近畿圏の自治体が協力

して地域の情報を発信
し、ＵI Ｊターン就職
希望者の集客向上を図
る

プロ フ エツショナル人材と
中小企業との結びつけを促進

☆「攻めの経営」への転換をめ
ざす中小企業のプロフェッ
ショナル人材確保をサポート

〔Ｈ２７内示額〕３６,８６８千円
〔事業内容〕

０金融機関や商工会議所等と連
携した成長企業の掘り起こし

０プロフェッショナル人本オ戦略
マネージャー等による企業ヒ
アリング

０民間人材ビジネス事業者と連
携したマッチング等

ＵI Ｊターン促進を機能補完
一 ,0 

  

腦慧購器藤明翻顧読線消菌藥  〔Ｈ２７内示額〕１０７,０５４千円  

ｌし◆、ッテ、ングの機能補完3,81」

☆地方就職支援
・挑戦したくなるような魅力的なプログラムを

提供し、 東京圏の優秀な若者を大阪へ人材運流
アドバイザーによる効果的な実施をサポート
〔事業内容〕

０理系人材等による、 提案型研究開発プログラム
０府内ベンチャ一企業等における学生向け短期

集中課題解決型就業体験プログラム
CIＴを活用した生産性向上支援プログラム等

の実施により、大阪で働くことの魅力向上を図る

★大学生を活用した中小
企業の魅力発見。発掘

〔事業内容〕 
０就職活動前の大学生9,１0x３回

生0xに対して、職業観・就業観
の醸成を図る。学生ニーズに即
した情報展開により、発信情報
の洗練化9,質の向上0xやサイト
知名度の向上を図る
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◆大阪の女性の就業率が全国でワースト３ ﾅｸ 目標81就業率で全国平均を上回る
◆経 過

【Ｈ２５0x２６年度】 ・女性の就業機会拡大プロジェクトチームが発足、庁内４部局が連携して取組みがスタート
・女性の就業実態を調査、その結果を反映した施策を構築

【Ｈ２７年度81・「女性の活躍推進等に関する庁内連携会議9,政策企画部、府民文化部、福祉部、商工労働部0x」が発
足9,６月0x  
・オール大阪で女性の活躍を後押しする「OＳＡ Ｋ Ａ女性活躍推進会議」を設立9,７月0x

※大阪府、大阪労働局、近畿経済産業局、関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪、南大阪地域大学コンソーンァム

Ｂ女性の働く機運を盛上げる「OＳＡＫＡジョブフェスタ」の開催9,９月0x
「女性が輝くOＳ ＡＫ Ａ行動宣言」を発表

。女性活

新たな取組み等

推進法の成立9,８月0xを受け、
関

の 情に応じた取組みのより一層の

を強化
化が必要

『若年女性経済的自立支援事集
ａ具体的な就職活動に踏み出せていない若年。無業女性を就業支援の場に議導し、 体験型のワークを通じて就業意

欲を喚起、就業に結びつける
ａ Ｈ２７内示額81３１,７４９千円9,地方創生加速化交付金事業0x
。事業実施課81就業促進課、連携課81子育て支摆課、商業・サービス産業課

⊠女性が輝く０ＳＡＫ Ａ実現プロジ81,3,クト事業9,働き続ける力を身につける新たな「人材育成プログラム」の開発0x
。女性が採用され、 働き続けるための力9,しごと力0xを身につけるための新たな「人材育成プログラム」を開発する
。 Ｈ２８内示額81８,３６０千円
。事業実施課81就業促進課、連携課81商工労働総務課9,大阪産業経済リサーチセンター0x 

『 女性有資格者等復帰訓線事業9,Ｌフェニックス拡充訓線0x
・専門性の高い資格や経験を有している女性を、 すでに持っているスキルに加え、 マネジメント等多面的スキルを
有する人材とするための訓練を実施。大阪で活躍できる産業샤オを育成

。 Ｈ２８内示額81２９９,３８８千円9,地域創生人材育成事業0x
・事業実施課81就業促進課、人本オ育成課、連携課81都市居住課

※女性の働き続ける環境整備と待機児童解消をめざす「事業所内保育施設の設置」や、 女性活躍推進法に基づく「事
業主行動計画の策定」などを支援9,事業所内保育施設の設置については就築促進課、 子育て支援課の共同事業0x 

『０ Ｓ ＡＫ Ａしごとフィールド女性活躍推進事業9,環境づくりコンサルタント機能の発揮0x
・ Ｈ２７内示額81４,９９３千円9,地方創生加速化交付金事業0x
。事業実施課81就業促進課、連携課81男女参画・府民協働課、子育て支援課

『事業所内保育施設設置促進相談支援事業
・ Ｈ２７内示額81１０,１６６千円9,地方創生加速化交付金事業0x
。事業実施課81子育て支援課、 連携課81就業促進課

『OＳＡＫＡしごとフィールド女性活躍推進事業 9,ワンストップ相談機能の構築0x
・OＳＡＫＡしごとフィールドを軸に、 女性の就業等を支援する機関のネットワークを構築

 Ｈ２７内示額81４,４７２干円9,地域女性活躍推進交付金事業0x
。事業実施課81就業促進課、連携課81男女参画・府民協働課

『産学官協働女性活躍推進事業
・経済団体等との協働により、 経営者や大学生等を対象としたセミナーやニーズ調査等を実施

ｉ 企業経営者等啓発事業
ｉｉ 大学生等ライフデザイン構築支援事業
ｉｉｉ OＳＡＫＡ女性活躍推進会議の運営

・ Ｈ２７内示額81７,３６８千円9,地域女性活躍推進交付金事業0x 
・

事 実施課,0男女参画・府民協働課、連携課81計画課、子育て支摆課、就促進課
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施策昌標

【中期目標 9,平成２６年２月設定;1
。平成２９年度までに実雇用率２3,０0x以上、雇用数４５,６００人とする
。職業訓練段階から企業支援に至るあらゆるステージで、 障がい者の職場定着を念頭に置いた取

組みを進める 
«平成２８年度目標=81,・実雇用率１3,９７0x以上、 雇用数４４,０００人ｻ 

府が支援すべき、 事業主が直面する課題 9,障害者雇用促進法改正関連0x 

雇用分野での障がい者に対する差別禁止
と合理的配慮の提供義務9,平成２８年度0x0x 
への対応

障がい者雇用を促進する取組みと実績

精神障がい者の法定雇用率算定基礎への追加
9,平成３０年度0x0x により予想される法定雇用

率の上昇への対応

現 一状

ａ ａ 

大阪の民間事業主における障がい者実雇用率の推移 9,各年６月１日現在0x 

１3,８ 

１3,６ 

１3,４ 

１3,２ 

政調会資料１４ 

0xＨ２７3,６3,１現在】
実雇用率 １3,８４0x 

9,対前年０3,０３ホイント増0x
雇用障がい者数４１,６２０人

9,対前年１,１８１3,５人増0x 
達成企業数

３,１３７社0x７,１３２社中
9,対前年１２９社増0x 

9,参考0x
・法定雇用率２3,０0x9,Ｈ２５3,４0x0x 
・従業員数５０人以上対象

題雇用分野での差別禁止。合理的配慮提供義務に関する事業主への支援
０セミナ一等の開催

。 差別禁止、 合理的配慮の取組みを進めるために、 実例紹介セ

ミナーやシンポジウム、 事業主同士の意見交換会等を実施
０事業主の合理的配慮の提供義務を円滑に進める手法の検討

・多様で個別性の高い合理的配慮について、 事業主と障がい者
で相互理解を促進するための具体的手法について検討

日障がい者雇用促進センターによる誘導,支援
０ハートフル条例に基づく雇用率の達成指導

,達成状況報告書提出事業主 ７５８社
うち達成事業主 ４６９社9,６１3,3,８0x0x

※実續はＨ２７3,１２月末現在
０専門家派遣・人本オ紹介・セミナ一開催等による誘導・支援
０法律,制度の改正等の周知。啓発

国ハートフル税制による法人事業税の軽減
０認定件数9,Ｈ２７3,１２月末現在0x

特例子会社・重度障がい者多数雇用法人１３社
障がい者多数雇用中小法人 ７８社

日障がい者サポートカンパニ一制度登録企業の拡大
０福祉部、 教育委員会と連携し、 登録企業の拡大と雇用促進に向
けた取組み事例の紹介等を実施

・登録企業9,Ｈ２７3,１２月末現在0x１４１社

題精 ・発連障がい者等のための就職支援事業【新規】
81合同企業説明会を開催するなど、企業に対して職場定着につながる精神・: 

ｌ発達障空い者等の雇整会を創별 ｌ 
81０求人企業開拓及び採用定着支援 81 
81 ・合同企業説明会の開催 81 
81 ・個別マツチングサ・一ビスの提供 x9 

ｌ ・企業への職場定着支援 など ｌ 
81０採用・定着につながる精神・発達障がい者等の就職支援 81 

ｌ ・障がい者里け就職セミナーの開催 ｌ 
81 ・模擬面接�fの実施による面接対策 など 81 
Ｌ 一81一81818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181ｍ818181818181818181818181818181818181818181ｌ 

国精神・発達障がい者職場定着支援事業
０精神・発連障がい者職場サポーター養成研修
9,Ｈ２７年度事業実績 ７回実施 受講者８５人9,Ｈ２７3,１２月末現在0x0x

0xＨ２７年度目標81１００시
障がい者雇用企業での職場体験やセミナ一開催により、障がい

特性の理解と職場内での協力体制を構築し、企業の受け入れ環境
を整備

０精神・発達障がい者雇用管理手法の普及
9,Ｈ２７3,１２月末現在 導入企業４９社0x〔目標81５０社〕
雇用する障がい者のセルフコントロールを積極的にサポートする

雇用管理手法を導入した企業について、効果検証と普及を進めなが
ら、企業の定着支援能力を強化

国発達障がいの可能性を有する方の、働くことに関する支援手法の検討
発達障がいの可能性を有している方に対する、就職前訓練や求職

活動、採用後の定着等の一連のステージに応じた支援手法を、事例
収集、 研究等を通じて検討。
x9Ｈ２７の取組み;>;

既存スキームの検証、OＳＡＫＡしごとフィールドにおける事例・
基金事業事例収集、 企業における体験プログラムの実施、
事業所ヒアリングの実施

x9Ｈ２８以降の取組み4,
OＳＡＫＡしごとフィールドを核とした支援の強化 他

国公共職業訓額による就職支援9,Ｈ２７年度は１２月末現在0x
０施設内職業訓練9,北大阪校、芦原校、障害者校、特別委託施設0x

・Ｈ２６年度 受講者数 ３１６人 就職率８３3,４0x
・Ｈ２７年度 受講者数 ３１０人9,定員数 ３５５人0x

０民間委託職業訓練9,主な委託先81社会福祉法人、Ｎ Ｐc等0x
・Ｈ２６年度 受講者数 ３１０人 就職率５２3,０0x
・Ｈ２７年度 受講者数 ２０５人9,定員数 ７３０人0x

国０ Ｓ Ａ ＫＡしごとフィールドによる就職支援
０障がいに応じた就職活動の進め方のアドバイスや職場体験など支援の実施
０発達障がい等の可能性を有する就職困難者への支援

・ 面接や職場体験を通じた特性の気づきや理解の促し
・効果的な支援方法の検討・分析

利用状況x9障がい者4,9,Ｈ２７3,１２月末現在0x ・
新規登録者数 ４６４人
就職者数 ２４２人
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事件議決案

商工労働部平成２８年２月府議会提出予定議案の概要

政観会資料１５ 

名 称  概 要 

同和地区中小企業開業資金貸付金のうち、事業者に貸付けた債権の２件 
について、消滅時効の期間が経過しており、主債務者の法定相続人が「配 

同和地区中小企業開業資  偶者、子及び父母以外の者」であるため、大阪府債権の回収及び整理に関 
する条例第６条第２項第５号の規定により、当該債権を放案することとし、 1  金貸付金に関する債権放  議決を求めるもの。 棄の件  

０債権放棄額81５７万６,５６８円 
及び当該貸付金に係る遅延損害金 

２  

中小企業高度化資金貸付金のうち、事業者に貸付けた債権の１件につい 
て、消滅時効の期間が経過しており、主債務者の所在及び差し押さえること 

中小企業高度化資金貸付 
金に関する債権放棄の件  

ができる財産がともに不明であるため、大阪府債権の回収及び整理に関す 
る条例第６条第２項第３号の規定により、当該債権を放棄することとし、議 
決を求めるもの。 

０債権放棄額81３,１５２万３,６５２円 
及び当該貸付金に係る遅延損害金 ｍ 

中小企業設備近代化資金  

中小企業設備近代化資金貸付金のうち、事業者に貸付けた債権の５件に 
ついて、消減時効の期間が経過しており、主債務者の所在及び差し押さえ 
ることができる財産がともに不明であること及び連帯保証人が時効を援用 
する蓋然性が高いことから、 大阪府債権の回収及び整理に関する条例第６ 
条第２項第３号及び５号の規定により、当該債権を放棄することとし、議決 ３  貸付金に関する債権放棄  を求めるもの。 の件  

０債権放棄額81・９７４万８,０００円及び当該貸付金に係る遅延損害金 
・回収不能となった遅延損害金３８万５,４１５円 
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事件議決案

商工労働部平成２８年２月府議会提出予定議案の概要

名 称  概 要   

地方独立行政法人大阪府  地方独立行政法人大阪府立産業技術総合石明  究所に係る中期目標の期間  
４  立産業技術総合研究所に  

を変更するため、地方独立行政法人法第２５条1  落３項の規定により、議決を  係る中期目標の一部を変  求めるもの。  更する件  
政調会資料２１  

１ ５,0２ 



条例案

条例名称  概 要 

大阪府国際戰略総合特別  
区域における産業集積の  同条例第３条に定める事業計画の認定期間が平成２８年３月３１日に満了 

するため、認定期間の延長を行う。また、産業集積の促進及び産業の国際 
競争力の強化を通じて府内の経済の活性化を図るために、既存の特区を 

促進及び産業の国際競争  
力の強化に係る事業計画  
の認定並びに法人の府民  拡充した成長産業特別集積区域とする等、所要の改正を行う。 税及び事業税並びに不動  
産取得税の課税の特例に  【施行日平成２８年４月１日】 ｍ 

政調会資料１８ 関する条例の一部を改正  
する条例  

大阪府製造業の創業及び  
設備投資並びに産業集積  同条例第１０条9,不動産所得税の不均一課税0xに規定する期間9,平成２８年 
の促進に係る法人の府民  ３月３１日まで0xが到来することから延長を行う。 ２  税及び事業税並びに不動  
産取得税の税率等の特例  

【施行日平成２８年４月１日】 , に関する条例の一部を改  
正する条例  

３  

地方自治法施行規則及び地方公営企業法施行規則の改正により、地方 
公共団体が随意契約できるものとして、 新役務の提供を受ける契約等が追 
加されたことに伴い、本条例の設置する審査会の担任する事務が一部変更 

大阪府附属機関条例の一  されたため、所要の改正を行う。 
部を改正する条例  ・大阪府新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業審査会 

【施行日81公布の日】  

株式会社地域経済活性化支援機構法の改正により、中小企業の債務と 
経営者の保証債務の一体整理を行うことで、 新たな事業の創出その他の 

大阪府中小企業融資に関  地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与する9,x9経営者の再 
する損失補償契約に係る  チャレンジを支援する0x「特定支援業務」が開始されたことに伴い、これに機 

４  回収納付金を受け取る権  動的に対応できるようにするとともに、現行条例に規定する「事業再生計 
利の放案に関する条例の  画」の一つに「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」 
一部を改正する条例  に基づき策定された事業再生計画を追加するため、所要の改正を行う。 

【施行日81公布の日】 四 
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Ｋ延滞債権処理促進の取組み;3

ｅ私債権に調査権無く回収整
理の手法に限界があり、 時効系ｉ 
過した延滞債権増加 
ｅ債権放棄は議会の議決事項
地方自治法第９６条第１項第１０ 
号 「権利を放棄すること」

Ｋ償権放棄議案の概要ｌ

中小企業
高度化資金
貸付金

中小企業
設備近代化
資金貸付金

,0２件

近畿乳酸菌飲料事業
協同組合9,寝屋川市0x 

有限会社イマガワ
9,大阪市西区0x 

株式会社フジプロセス
9,大阪市生野区0x 

オオトリ運送株式会社
9,堺市西区0x 

株式会社ブーランジェー
9,吹田市0x 

9,主債務者「田中プラスチックエ業

所田中敏信」 にかかる連帯保証ｽﾃ

奥演 清和 9,富田林市0x 

６企業等

Ｓ３９ 
Ｓ４２ 

Ｈit 

Ｈit 

Ｈ７ 

Ｈ５ 

Ｈ８ 

４,７１１万円

１７５万円

６４９万円

９６０万円

３８０万円

１,４１９万円

８,２９４万円

３,１５２万３,６５２円
十遅延損害金

１７５万円
十遲延損害金

２１８万円
十遅延損害金

遅延損害金のみ
３８万５,４１５円

9,元金は全額回収0x 

１６万円
十遅延損害金

５６５万８,０００円
十遅延損害金

４,１２７万１,６５２円
十遅延損害金

０債務者の所在及び財産ともに不明
9,条例第６条第２項第３号0x 

０債務者が時効を援用する蓋然性が
高い 9,条例第６条第２項第５号0x 

０主債務者9,組合0x81実態は無いが、清算未了のまま登記上存在
０連帯保証人６名81本人の時効援用9,２名0x。本人死亡後、相続人が時効援用

9,３名0x。 本人死亡後、 相続人が時効を援用する蓋然性が高い9,１名0x 

０主債務者9,会社0x81実態は無いが、清算未了のまま登記上存在
０連帯保証人２名81時効を援用する蓋然性が高い

０主債務者9,会社0x 81実態は無いが、清算未了のまま登記上存在
０連帯保証人２名81本人死亡後、相続人のうち「配偶者。子」が相続放棄

し、 これ以外の相続人9,兄弟姉妹0xが時効を援用する蓋然性が高い
０主債務者9,会社0x81実態は無いが、清算未了のまま登記上存在
０連帯保証人３名81本人死亡後、相続人全員が相続放棄9,１名0x。破産9,１名0x。

本人死亡後、相続人が相続放棄又はＢ書効援用9,１名0x。 

０主債務者9,会社0x81実態は無いが、清算未了のまま登記上存在
０連帯保証人２名81時効を援用する蓋然性が高い

０主債務者9,個人事業者0x81本人死亡後、相続人全員が相続放棄
０連帯保証人１名81時効を援用する蓋然性が高い

【中小企業高度化資金の概要】
田目 的81組合が行う共同施設整備に対し、長期・低利9,ｏｒ無利子0xで貸付9,9,独法0x中小機構が所管する全国制度0x 
田貸付の方式81法に基づき府が組合に直接貸付 ・一・ ・x9,� ,0,3,

ｌ
,0識Iｅ 府特別能lｌ,0組１合3, ・

機構x9 9,財源追加0x3,ｉ 1
国債権全体の状況 ,0,0 ,0,0一ーーー,0,0,0x9x9 、ーー一81x9、, 

,

3,,0貸付金額,3,  回収率3,  3,、 3,期限未到来額,0  3, .,0不納欠損済額81  

２,１１０億９,５５２万円  ２,０１９億１,２１９万円  ９５3,６0x  ５８億９,２３７万円  ５億４１１万円  ２７億８,６８５万円  
9,組合数0x3,81   ４３５組合  9,完済0x３６１組合  ５４組合  ９組合9,７組合回収中0x  １１組合  

【中小企業設備近代化資金の概要】
国目 的,0 機械設備の近代化・合理化を行う中小企業に対し、無利子貸付9,法に基づく全国制度0x
国貸付の方式81法に基づき府が企業に直接貸付 １x981 81高.�,0,, ,03,国81,,0１、書別五計・商3,3,3,,0１ 

3,,0,81,0 ｉ財源補助ｌ,」建11原１茆入)二 、,0ｔ業81,ｉ 国債権全体の状況 

回収率  不納欠損済額,0   

.

 金額,0,0x9 

9,企業数)3,3,  
８９６億７,６１８万円  ８９３億２,３５９万円  ９９3,６0x  １億７６６万円  ２億４,４９３万円  

２０,６７４社  ２０,５３８社  ２６社9,１９社は回収中0x  １１0社  
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大阪。関西が強みを有する医薬品。医療機器などのライフサイエンス分野、蓄電池等を中心とした環境。新工ネルキー分野において世界有数の拠点をめざす。
このため「国際戦略総合特区」や「国家戦略特区」による大胆な規制緩和や、地方税セロなどの税制優遇などのインセンティブを活かし、企業集積や研究開発の促進、新たなビジネスの創出など、イノベーション9,技術革新0x を

生み出す環境整備を図る。 9,【大阪の成長戦略】３3,,09,１0x先端技術産業のさらなる強化0x 

【特区税制】 9,全国初、最大で地方税セロ0x
〔対象税目81不動産取得税、法人二税〕
・対象区域81国が指定した区域の中で、府が規則で定める区域
・対象事業81特区事業【新工ネルキー・ライフサイエンス・支援する事業〔国際貨物9,船舶・航空0x、ＭＩＣＥ〕81 
・認定期間81平成２８年３月３１日まで
・実績81投資見込額約３２８億円9,平成２４年１２月0x平成２７年１２月に認定した事業計画に伴うもの0x 

【主な改正点】

①期間延長  
・「大阪の成長戦略」にある「３,0 9,１0x 先端技術産業のさらなる強化」をめざした制度であるため、 

事業計画認定期間を「大阪の成長戦略」の目標年次に合わせて、 ５年間延長する。 3, 

②区域追加  ・現行特区税制対象区域に加えて、 府が定めた要件に合致する区域を新たに追力口できるように 
する。 

・新工ネルキー分野の中に、 今後活用が拡大していく「水素関連」の事業を明記。 
③事業追加  ・ライフサイエンス分野の中に、超高齢社会の進展に伴い市場が拡大している「健康関連」の事業 

を明記。 

ｅ対象区域81成長産業特別集積区域
【現行特区税制対象区域】
引き続き対象区域とする。

※関西イノベーション国際戦略総合特区も、現計画が平成２８年度に期限を迎えるため、次期計画の策定を行うことになる。
その際には、成果の検証を行い、成長産業特別集積税制の区域などを精査する。

【新たに大販府が指定する区域】
条例・規則で定める下記の４要件をもって区域を指定

9,市町村との連携を図るため、市町村からの申請制とする。0x
①大阪府が成長産業9,新工ネルキー・ライフサイエンス分野0xの集積を図る区域であること

⇒成長戦略等の大阪府の方針に位置付けられていること

② 当該区域に集積の中心となる研究開発等を行う施設があること
③地元市町村が成長産業の集積を図るために、府と同程度の優遇制度を講じるなど、取組を促進し

ている区域
④概ね１ｈａ以上の一体の区域

ｒ【区域,現行特区税制対象区域 

  

ｌ ,ロ辺 コー , 
ｌ8181818181818181,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0・  

十  
新たに府が追加する区域 

一田・一ーーーー一・ 
１・健都など １ 
ｌ,0,0,0,0,0,0,0,0・一ーー一l  

【対象事業】
x9 成 長 産 業 4, 

新工ネルキー分野
9,環境配慮型自動車関連0x 9,太陽光・風力等0x
9,スマートコミ81１二ティ0x 9,リチウムイオノ電池等0x 9,省工ネ機器0x ｌ 81ｔ口一ｏ 81 

１ ｔ81813,81813,ｌ 
ｌ 8181

81 ｉ,0x981x9,0１ 

与 １健康関連１ｉ ｉを含める ｉ x9 ｉ818181813,１ 

ライフサイエンス分野
9,医薬品・医療機器0x 9,再生医療等0x 9,治験・臨床研究0x
9,医療・介護口ポット0x 9,医療情報システム0x 9,医療施設・整備0x 

それらを支援する事業
【国際貨物9,船舶・航空0x、Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ】

【効果】
「大販の成長戦略」に位置づけられている新工ネルキー、 ライフサイエンス分野の産業集積を更に強力に推進
ｅ投資額81約２５７億円9,事業実施期間81Ｈ２８0x３２年に認定した事業計画に伴う土地建物や設備に投資した金額0x

ｅ減税見込み額81約６3, ６億円 
ｅ新たな雇用見込み人数81約２７０人
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i前E票»ｌ 

題改正の趣旨

３年間延長する。 9,平成２８年度から平成３０年度まで0x

9,期間延長する理由0x
・産業集積促進地域の指定については、市町村長からの申出を受け、知事が条例に基づき指定し

ており、関係市町と協調・連携した制度として実施しているところ。3,
, 産業集積促進税制は、関係市町の立地施策や優遇制度と協調したものであり、本制度の効果

を途切れなく継続するために期間を延長する。なお、期間は、前回の延長時と同様３年間とする。 

国制度の目的について

本制度は、市町村のまちづくり。産業振興施策と連携し、工場集積地等における企業の立地を
促進、流出防止、産業集積の維持、将来の操業環境を確保するとともに、産業集積地の維持促
進を図る 。 

国制度の効果等について
・ 産業集積促進地域を維持促進させ、将来の操業環境を確保し、再投資を促進する。

また、本税制を活用することにより、企業の府外流出の防止が図られ、安定した税収の確保や雇
用の確保に繁がる。

。工場・研究所などの用地活用が促進され、産業集積することで投資が発生し、税収増が見込ま
れる。

・ 市町における工業集積促進計画の策定や立地インセンティブの創設が進展し、府・市町で連携
した取組みが推進される。

。地域指定を行った市町81１５市２町７３地区
9,平成２７年１０月に岸和田市長の申出により、１地区を追加0x
9,平成１９年度５市、 平成２０年度１市、 平成２１年度２市、
平成２２年度１市、 平成２５年度５市２町、 平成２６年度１市0x 

国適用の実績 9,平成１３年４月0x平成２７年１２月末0x 

  計,0 , 3,,0    3,家屋 ,,0   

, 件数   ,0軽減額 3,81  ,0件数  

３６７件  ２９億９,３２３万円  ９９件  ２イ意４,７３３万円  ２６８件  ２７イ意４,５９０万円 

税目81対象不動産に係る不動産取得税

日実施期間

平成２８年４月１日0x平成３１年３月３１日
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◆ 現行集例について9,平成２５年６月４日制定、平成２６年６月１６日最終改正0x 

政調会資料２０,0１ 

０中小企業者等の事業再生の促進を目的に、 信用保証協会が求償権 9,※0x を行使して回収金を取得した場合に生じる「回収納付金を受け取る権利」を大阪府
が放棄することについて必要な事項を定めるもの。 9,※0x保証協会が中小企業者に代わって金融機関に代位弁済を行ったことにより取得する債権

◇損失補償のながれ9,セーフティネット保証3,9,１００0x保証0xの場合0x 

◆集例改正9,桑0xについて

◇現行の集例。雲領の内管
０「事業再生」に係る権利放棄の対象は、 法律に基づく「事業再生計画」に限定

以下の法定機関の支援により策定
。中小企業再生支援協議会
・9,独法0x中小企業基盤整備機構が出資した投資事業有限責任組合

9,株0x整理回収機構
・9,株0x地域経済活性化支援機構
・事業再生Ａ Ｄ Ｒ認定事業者

独法0x中小企業基盤整備機構

０保証協会において、 日本政策金融公庫の「包括保証保険約款」に規定する基準
に基づき審査を行い、 各項目ご、とに合理的な説明があること

０保証協会力ｉ審査を行うに当たり、 中立かつ公正な視点で審査するため、
外部専門家が参画し、 その意見を聴いていること

9,１0x「株式会社地域経済活性化支援機構法」の改正により、地域経済活性化支援機構9,以下「ＲＥＶＩＣ」という。0xにおいて、中小企業の債務と経営者の保証
債務の一体整理を行うことで、 新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与する 9,x9経営者の再チャレンジを支援する0x
「特定支援業務9,※0x」が開始されたことに伴い、これに機動的に対応できるよう所要の改正を行うもの。

⇒目的に、 「経営者の再チャレンジ支援に関する事項」を追加し、 府が「保証協会による求償権の放棄」を承認する基準を設定
⇒国からも所要の条例整備についての協力依頼の通知あり9,Ｈ２７3,６3,２５0x 

◇条例改正の内容
０「経営者の再チャレンジ支援」に係る権利放棄の対象は、法に基づく 「ＲＥＶＩＣの特定支援決定に基づく買取申込み等の求め」に限定

81 9,※0x特定支援業務…保証債務の存在がネックとなり転廃業等が困難な経営者の支援のため、ＲＥＶＩＣが金融機関等から経営者保証の付いた貸付債権等を買取り、 81
ｌ ①事業者9,主債務者0xの債務整理を行うと同時に、②経営者の保証債務について経営者保証ガイドラインに従った整理手続きを行うもの ｌ 
ｌ一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一 ーーーーーーーーーーーー一 Ｉ

０以下の要件を要領で規定
・保証協会において、 日本政策金融公庫の「包括保証保険約款」に規定する基準に基づき審査を行い、 各項目ご、とに合理的な説明があること

【基準】・当該中小企業者が、過大な債務を負っており、既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること
・主たる債務及び保証債務の破産的清算による場合よりも多い回収が得られる等経済合理性力Ｓ期寺できる内容が記載 など 

・保証協会が審査を行うに当たり、中立かつ公正な視点で審査するため、外部専門家が参画し、その意見を聴いていること

9,２0x 現行条例に規定する「事業再生計画」の一つに、 「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づく調停又は同法に規定する決定に基づ
き策定された事業再生計画を追加するもの。 

０特定調停とは、弁護士が、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家と協力して再生計画案を策定し、債権者である金融機関等と事前調整を行なった上、合意の見込みが
ある事案について、 裁判所による調停手続きを経ることにより債務の整理等を行い事業再生を推進しようとするもの

２０ 



現行

9,目的0x
第一条この条例は、大阪信用保証協会9,以下「協会」という。0xに対して府が有する回収納付金を受

け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生の促進を図り、もって
地域経済の振興に資することを目的とする。

9,定義0x
第二条この条例において、次の各号に掲ける用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ・

一中小企業者等信用保証協会法9,昭和二十八年法律第百九十六号0x第二十条第四項9,こ規
定する中小企業者等をいう。

二求償権協会が、信用保証協会法に基づく中小企業者等に係る債務の保証をした場合において、
その保証に係る債務9,以下「保証債務」という。0xを履行することにより取得する中小企業者等に対
する債権をいう。 

三損失補償契約府と協会との間の契約であって、協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対
して府が補償を行うことを定めたものをいう。

四回収納付金協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって
回収金を取得した場合において、 当該回収金のうち府に納付しなければならないものをいう。

9,回収納付金を受け取る権利の放棄0x
第三条協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は不等価譲渡9,求償

権の金額に満たない価額で讓渡することをいう。以下同じ。0xを行おうとする場合には、あらかじめ知事
に申し出なければならない。

２ 前項の規定による申出があった場合において、知事は、当該求償権の放棄又は不等価議渡が、次に
掲ける計画のいずれかに基づくものであって、 かつ、 当該計画に係る中小企業者等の事業の再生に資す
ると認めるときは、 当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

一産業競争力強化法9,平成二十五年法律第九十八号0x第百二十八条第一項の中小企業再生
支援協議会が同条第五項の規定により決定した事項等に従い同法第百二十七条第3,81二項に規定
する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は助言に基づき策定された再生に関する計画

二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百三十三条第一号の規定により
出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づ、き策定された再生に関する計画

三金融機能の再生のための緊急措置に関する法律9,平成十年法律第百三十二号0x第五十三条
第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された
再生に関する計画

四株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法9,平成二十一年
法律第六十三号0x 第二十五条第四項に規定する再生支援決定を行った事業者に係る再生に関
する計画

五 産業競争力強化法第二条第十五項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第十六項
に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された再生に関する計画

六 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百三十三条第二号の規定により
行う同法第百二十七条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定された再生に関する計画

9,委任0x
第四条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

改正案9,条例の記載については法規審査中のため、変更の場合があります。0x 

9,目的0x
第一条この条例は、大阪信用保証協会9,以下「協会」という。0xに対して府が有する回収納付金を受

け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、 中小企業者等の事業の再生の促進及び新たな
事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与することを図「0x、もって地域
経済の振興に資することを目的とする。

9,定義0x
第二条この条例において、次の各号に掲ける用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一中小企業者等信用保証協会法9,昭和二十八年法律第百九十六号0x第二十条第四項に規
定する中小企業者等をいう。 3, 

二求償権協会が、信用保証協会法に基づく中小企業者等に係る債務の保証をした場合において、
その保証に係る債務9,以下「保証債務」という。0xを履行することにより取得する中小企業者等に対
する債権をいう。

三損失補償契約府と協会との間の契約であって、協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対
して府が補償を行うことを定めたものをいう。

四回収納付金協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって
回収金を取得した場合において、当該回収金のうち府に納付しなければならないものをいう。

9,回収納付金を受け取る権利の放棄0x
第三条協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は不等価譲渡9,求償

権の金額に満たない価額で譲渡することをいう。以下同じ。0xを行おうとする場合には、あらかじめ知事
に申し出なければならない。

２ 前項の規定による申出があった場合において、知事は、当該求償権の放棄又は不等価議渡が、次に
掲ける計画のいずれかに基づくものであって、 かつ、 当該計画に係る中小企業者等の事業の再生に資す
ると認めるときは、 当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

一産業競争力強化法9,平成二十五年法律第九十八号0x第百二十八条第一項の中小企業再生
支援協議会が同条第五項の規定により決定した事項等に従い同法第百二十七条第二項に規定
する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は助言に基づき策定された再生に関する計画

二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百三十三条第一号の規定により
出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画

三金融機能の再生のための緊急措置に関する法律9,平成十年法律第百三十二号0x第五十三条3, 
第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された
再生に関する計画

四株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法9,平成二十一年
法律第六十三号0x 第二十五条第四項に規定する再生支援決定を行った事業者に係る再生に関
する計画 ,0

五 産業競争力強化法第二条第十五項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第十六項
に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された再生に関する計画

六 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百三十三条第二号の規定により
行う同法第百二十七条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定され「こ再生に関する計画

81量ｉ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律9,平成十一年法律百五十八号0x第
重条第一項の規定により行われた調停 9,同法第十七条第一項に規定する調停条項を定めたもの
を除く。0x又は同法第二十条において準用する民事調停法9,昭和二十六年法律第二百x9十x9 
号0x第十ｔ条の決定に基つき策定された再生に関する計画

호81 第一項の規定による申出があった場合において、知事は、当該求償権の放棄又は不等価讓渡が、
株式会社地域経済活性化支援機構法第三十x9条の三第一項に規定する買取申込み等の求めに
昌づ、く:t;のであって、 かつ、 新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施
に寄与するものと認めるときは、 当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができ
る。

9,ヨ壬0x
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

２１ 



«事件議決案» 

◆趣旨 地方独立行政法人法第２５条第１項の規定により、地方独立行政法人大阪府立産業技術,0 総合研究所に係る中期目標の期間を変更するため、同法第２５条第３項の規定により、議決を

求めるもの。

◆変更内容 3, 
9,商目標の期間 「平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日までの４年間」を

「平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間」に変更する。 

«参考»地方独立行政法人法

9,中期目標0x
第二十五条 設立団体の長は、 三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人力、達成すべき業務運営に関する

目標9,以下「中期目標」という。0xを定め、これを当該地方独立行政法시こ指示するとともに、公表しなければならない。 
これを変更したときも、同様とする。 

２ 中期目標においては、次に掲ける事項について定めるものとする。
,0 中期目標の期間9,前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。0x
二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  
三 業務運営の改善及び効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項 
五 その他業務運営に関する重要事項 

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、
議会の議決を経なければならない。

9,中期計画0x
第二十六条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定める

ところにより、当該中期目標を達成するための計画9,以下「中期計画」という。0xを作成し、設立団体の長の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２0x５ 9,略0x  

２２ 



9,一般会計0x 

平成２８年度主要事業概要9,商工労働部0x 

0x １
上段平成２８年度財務部長内示額

中段平成２８年度知事復活要求額

下段平成２７年度当初予算額

9,単位百万円0x
・※百万円未満四捨五入

事 業 名  

２８既内示額 
２８ 復活要求額 

9,２７当初予算額0x  
摘 要 

グリーンイノベーション ３０  蓄電池、水素・燃料電池をテーマにした国際カン 
ファレンスを本年９月に開催し、 これを契機に国内外 

関連企業立地促進事業  9,,00x  の関連企業・機関とのネットワーク強化と大阪へのビ
ジネス投資を誘発 

水素関連ビジネス創出基盤  
１  

水素・燃料電池分野において、今年度中に策定を予 
定している「Ｈ２０ ｓ ａ ｋ ａ9,エイチツーオーサカ0xビ
ジョン9,仮称0x」に基づき、戰略的かつ幅広い分野で新 
たな実証事業の展開を目指し、 産学官が連携して様々 
な取組みを推進 

形成事業  9,７３0x  

バッテリー戦略研究センタ  
８  バッテリー戰略研究センターを中核として、 認証機 

関等の大阪への誘致や、新たな実証事業等の創出など、 
3,一事業  9,８0x  電池関連企業の更なる発展及び新規ビジネスへの取組 

みを支援 

新工ネ産業分野ビジネスチ  
１  

中小企業の新エネ産業分野への参入を支援するた 
め、 自社技術の強みを再点検しながら、 事業の新展開 
に不可欠なビジネスプラン策定のためのワークショッ 

ャンス応援事業  9,１0x  
プ及びセミナーを開催 
また、策定したビジネスプランの実践の場として、シ
ース発表会を開催 

大阪スマートエネルギー
３  

スマートエネルギー関連の大手・中堅企業で構成す 
る「大阪スマートェネルギーパートナーズ」を運営 

中小・ベンチャ一企業等と大手・中堅企業の技術マ 
パートナーズ事業  ッチングを支援 

9,３0x  また、金融機関と連携し、中小,ベンチャ一企業等 
のビジネス展開を支援 

北大阪。彩都  
１２  

オール大阪の産学官連携により、「大阪バイオ戦略」 
を着実に推進し、 世界トップクラスのパイオクラスタ
ーの形成をめざしナ二取組を推進  ライフサイエンス推進事業  9,１２0x  

創薬シース事業化支援事業  

０, ４  
大学等の創薬シースを、経営・資金面などで幅広い 

支援ができるベンチャーキャピタル9,投資会社0x等に 
つなげる機会を提供し、大阪での事業化・起業を促進 9,０3, ４0x  



事 3, 業 名  
２８既内示額 
２８ 復活要求額 

9,２７当初予算額0x  
摘 要 

治験ネットワーク機能  
１２  窓口機能の強化9,共同治験受入体制の整備0xや臨床 

研究コーディネータ一養成を行い、 大阪の高いポテン 
構築事業  

9,１５0x  シャルを活かした治験ネットワーク機能を構築 

０  平成２８年度から医薬品医療機器総合機構 9,Ｐ Ｍ Ｄ 
Ｐ Ｍ Ｄ Ａ関西支部支援体制  Ａ0x 関西支部において薬事に関するすべての相談が可 ２７  
確立事業  能となることを踏まえ、 利用者x9一ズに対応した支援 9,,00x  体制を関西支部において確立させる 

医療機器研究開発支援事業  

１６  医療機器分野において事業化をめざす府内ものづく 
リ中小企業の試作品開発・試験評価段階の取組みを資 

9,,00x  金面で支援 3, 
0x地方創生推進交付金事業】 

北大阪健康医療都市9,健都0xのコンセプトである「健 北大阪健康医療都市形成  
１  

康,医療」関連企業等の集積に向けた取組を、国立循 推進事業  
9,１0x  環器病研究センターや地元市と一体となって推進 

４  

国家戦略特区等推進事業  

０ 「国家戦略特区」及び「関西イノベーション国際 
戦略総合特区」のメリットや大阪の投資魅力を府内 

3, 9,,00x  外へ周知するため、 最新の投資魅力を盛りこんだツ
ールを作成し、プロモーンョン活動を実施 

大阪産業の高度化及び活性化を図るため、府内の対 
象地域における企業立地 ・ 投資等に必要な経費の一部 
を助成 企業立地促進補助金  

１, ３０７  

9,１, ６９８0x  ０ 府内投資促進補助金 
０ 外資系企業等進出促進補助金 

海外ビジネス展開の支援  
１０６  

府内企業の海外市場開発やビジネス展開を支援する 
ため、情報提供や相談、現地サポート、知事によるト
ッププロモーション、 商談機会の提供等の支援を実施 
０ 海外事務所等の運営 
０ 海外トッブブロモーション 等 9,１１８0x  

大阪府ものづくリ支援拠点  
６２  ものづくり企業の総合的支援拠点として、 常設展示 

場の運営を始め、販路開拓や産学官連携の支援、もの 
づくリ人材の育成など各種事業を展開 9,ＭＯＢ Ｉ ０0x推進事業  9,６３0x  

ものづくりイノベーション
１６  

ものづくり企業のイノベーションを創出するた 
め、産学官の支援機関,ものづくり企業で構成す 
る「大阪ものづくりイノベーションネットワーク」 
を通じて、新たな技術開発を、プロジェクトの創出か 
ら事業化まで支援 

推進事業  9,１７0x  

２ 



事 業 3,名  

２８既内示額 

２８復活要求額 

9,２７当初予算額0x3,  
摘 要  

地方独立行政法人  １ ９１８  
２４年４月に地独化した府立産業技術総合研究所の 

業務の財源である運営費交付金を交付 
ものづくり中小企業の「テクノ・バートナー」とし 大阪府立産業技術総合  

て、「提案型」の企業支援等、より積極的に技術支援 研究所運営費交付金  9,２, １１６0x  
等を実施 

ものづくり支援強化  
１９  意欲ある中小企業が新技術や新製品を市場へ投入し 

ていくための仕掛けを構築 
推進事業  9,２０0x  

また、 成長戦略の両輪となる地域の中小企業の支援 
戰略の打ち出しと府内をあげた支援体制を整備 

ものづくリ企業の販路開拓  
４３  

大規模展示商談会等における「ものづくりのまち・ 
大阪」 のプロモーションや府内外からの引き合いに一 
括対応する窓口の設置などを行い、 大阪のものづくり 
中小企業の技術,製品の情報を発信するとともに、販 
路開拓を支援 
０ ものづくりＢ２Ｂネットワークの運営9,Ｈ２１3,４0x0x 9,４６0x  支援事業  

０ 大規模展示商談会出展支援補助 等 

大阪ものづくりブランド
３  

大阪のものづくり力のブランドイメージを高めるた 
めに、 府内ものづくリ中小企業の優れた技術に裏打ち 
された、 創造力にあふれた製品を認証するとともに、 
ブランド化のためのスキーム構築や広報、事業者の動 

構築支援事業  9,４0x  
機付けとなるモデルを情報発信 
０ フェイスフx9ック制作、募集チラシ等の作成 
０ 府内産消費財の認証 
０ 認証製品の販路支援9,他機関との連携0x等  

府内の官民の起業支援機関を活用した有望創業者の 
発掘とハンズオン支援とを組み合わせ、 ビジネスプラ
ンから成長過程に至る一貫した創業者支援を実施 

大阪起業家 3,  
３０  

スタートアッパ一事業  9,３１0x  

成長志向創業者支援事業  
１３  株式上場志向のベンチャ一企業に対し、 上場経験の 

ある起業家等による積極的な支援を実施 
【地方創生推進交付金事業】 9,,00x  

クリエイティブ産業振興事業  １０  
市場x9ーズを的確に捉え、 成長の可能性のある新ビ

ジネスを生み出すため、 消費者の視点も取り入れた連 
9,新事業倉ｌ随プラットフォーム 続セミナー・ワークショップ等の開催9,協働・協創の 

場x9プラットフォーム0xを通じ、創業・第２創業を支 
援 

事業0x  9,１２0x  

１７  

地域商業の活性化につながるアイディアをもつ団体 
などを「商店街サポーター」として募集し、広x9大阪 
全体の商店街とマッチングさせることにより、 多様な 
取組みを誘発 

併せて、 府から提示した課題の解決につながるプラ
ンを募り、先導的モデルの創出とともに、 その成果を 

波及 

商店街サポーター
創出・活動支援事業  9,１４0x  

,0３,0 



２８既内示額 
２８ 復活要求額 

9,２７当初予算額0x  

摘 要 事 業 名  

地域連携型商機能強化  
１２  商店街本来の役割である「商業機能の強化」に重点 

を置き、地域x9ーズを踏まえた商店街の集客力向上と、 
モテル創出事業  9,１６0x  

その先導役を担う魅力ある個店づくりに同時に取り組 
む事業モデルを創出 

小規模事業経営支援事業  
１, ９７１  商工会・商工会議所と連携し、小規模事業者等が経 

営の安定・改善・革新に向けた取組みができるよう支 

9,１, ９７１0x  
援するとともに、まとまりとしての地域産業の活性化 
を支援 3, 

運輸事業振興助成補助金  
６５２  運輸事業振興助成法の趣旨を踏まえつつ、 府民及び 

事業者にとって意義のある交通安全対策や環境対策 
等を促進するため、 連輸団体に対し補助金を交付 9,６５２0x  

中小企業組織化対策事業  
９０  中小企業組合において事業活性化に向けた取組み 

ができるよう、 中小企業診断士等の民間専門家を派遣 

9,９４0x  
するなど、 組合事業を通じた中小企業等への経営支援 
を実施 

中小企業新事業活動促進  
４  中小企業の経営革新を促進するため、「中小企業新 

事業活動促進法」 に基づき、 経営革新計画の承認を行 
支援事業  9,４0x  うとともに、金融機関等と連携し、承認企業の販路開 

拓・マッチングなどを支援 

様々に頑張っている府内中小企業者に対して、 事業 
に必要な資金を融資 
０ 融資枠 ６,０００億円 

9,災害等対策資金１,０００億円を含む0x 
０ 中小企業の元気アップを後押しするための成長 

３６５,００２  
支援型融資 
・開業サポート資金、小規模企業サポート資金 
9,融資枠４５０億円0x 

→多様な起業家の育成等、創業の促進に向け、開業 
サポート資金の金利を引下げ。【復活要求中】 

,チャレンジ応援資金9,融資枠 ２,０５０億円0x 
→金融機関提案型、設備投資応援融資、 

法認定型、経営力強化資金 
０ 経営安定を図るためのセーフティネット融資 

・経営安定サポート資金 
9,融資枠２,５００億円0x 

制度融資の実施  ７４０  
9,３９０, ７９６0x  

返済困難者相談支援事業  
１３  

返済困難者のセーフティネットとして、借金問題解 
決のための支援を実施 
０ 債務者自身の取組み9,任意整理等0xの支援 
０ 専門相談員による総合的な相談及びアフター 

フォローの実施 9,１３0x  ０ 金融経済教育・啓発の実施 
【地方消費者行政推進交付金事業】 
【地域自殺対策強化交付金事業】 

若者等の雇用の厳しい実情を踏まえて、OＳＡＫＡしご 

OＳＡＫＡしごとフィールド
１８６  とフィールドにおいて、 

０ ハローワークとの一体的実施によるセーフティネ
ット機能の強化 

０ 若者を企業につなげる支援機能の強化 
０ 中小企業の人本オ確保支援機能の強化 

を図り若者等への就業支援を実施 

運営事業  9,１８６0x  

,0４,0 



事 業 名  摘 要 
２８既内示額 

２８復活要求額 

9,２７当初予算額0x  

OＳＡＫＡしごとフィールド機能  
２６  仕事と子育ての両立をめざす方に向けて、 

０ 「就活」と「保活」の情報をワンストップで提供 
強化事業  9,２６0x  

０ 就職活動中に無料で利用できる一時保育サービス
の実施 

０  
金融機関や民間企業、 大学等と連携し、 若者と優良 

な中小企業との効果的なマッチングを図るため、 合同 
若者安定就職応援事業  ７８  企業説明会や職場体験など企業との交流を軸とした就 

9,,00x  職支援をOＳＡＫＡしごとフィールド外で実施 
【地方創生推進交付金事業】 

おおさかＵ Ｉ Ｊターン促進事  
１３４  

東京圏の優秀な若者等を府内中小企業に結びっけ 
【地方創生推進交付金事業】 業  9,,00x  

女性が輝く０ ｓ Ａ Ｋ Ａ実現  
８  

働き続ける力を身につける新たな 「人材育成プロ
プロジェクト事業   3,9,,00x  グラム」を開発 

女性有資格者等復帰訓練  
２９９  

女性の活躍推進に向けた取組みを実施 
０ 専門性の高い資格や経験を有しながら、 様々な 

理由でキャリアブランクがある女性を、 専門分野に 
事業  9,１５５0x  

加え、マネジメントや多面的スキルを有する人本オと 
すべく必要な再訓練を実施 
【地域創生人材育成事業】 

障がい者雇用ナンバー１  ３６  

「障がい者雇用日本一・大阪」の実現に向け、障が 
い者の「働き続ける」を支える取組みなどを強化する。 
０ 大阪府と取引のある企業9,ハートフル条例対象企 
,0 業0xの法定雇用率の達成を指導・支援 
０ 支援学校等の生徒の就労を支援するため、ガウン

に向けた企業の取組み促進  セリングから職場体験実習先や就職先の開拓・マツ 
事業  9,３７0x  チング、 職場定着まで一貫した支援を実施 

０ 精神障がい者・発達障がい者の雇用や職場定着を 
促進するため、 職場サポーターの養成や企業が雇用 
する障がい者のセルフコントロールをサポートでき 
る管理手法を普及 

勤労者生活安定化事業  
２  

労使間のトラブルを未然に防止し、 働きやすい労働 
環境を整備する取組みを実施 
０ 「中小企業労働環境向上促進事業」 

中小企業の事業主等に、 労働法の基礎的知識の周 
知・普及と個別課題にかかる実務ノウハウを提供す 
るセミナーなどを開催 

０「労働情報発信ステーション事業」 
市町村等と連携して、ハラスメントと労働条件を中 

心とした労働相談会を実施 

9,３0x  



事 業 名3,  
２８既内示額 
２８ 復活要求額 

9,２７当初予算額0x  
摘3, 要 

あいりん地域１글,齢日雇労働者  
７０  ５５歳以上の高齢日雇労働者の雇用の安定と、 あいり 

ん労働福祉センターにおける環境の美化を図るため、 
清掃作業を実施 特別清編事業  9,７０0x  

ホームレス就労支援対策事業  

２５１  
０ ホームレスの人等の就労機会を確保するため、広 

x9民間から軽作業をはじめとする仕事を開拓し提供 
する等、様々な就業支援を実施 

9,２５１0x  
０ ５５歳以上の高齢日雇労働者の就労による自立を図 

るため、府管理の道路敷、河川敷等の除草清掃作業 
及びあいりん労働福祉センター周辺敷地の放置物の 
撤去、 清掃や求人車両の誘導等を実施 

大阪障害者職業能力開発校  
５２３  大阪障害者職業能力開発校における訓練をはじめ、 

同校の特別委託訓練として府内６施設で職業訓練を実 
施 の運営  9,６１８0x  

高等職業技術専門校の運営  
６８５  府内の高等職業技術専門校9,５校0xの運営 

０ 北大阪校、東大阪校、南大阪校を産業人材育成拠 

9,６８６0x  点とし、産学官連携を推進 
０ 夕陽丘校は、指定管理者制度により運営 

１, ６０５  離職者訓練等再就職訓練   
求職者や離職者等に対する職業訓練の機会を確保 

し、早期の再就職につなげていくため、民間の教育訓 
練機関等を活用した委託訓練を実施 
０ ２８年度定員 ５, ４７０人 

・債務負担行為 ３２１百万円 
の実施  9,１, ５８０0x  

※復活要求がない場合、金額欄は「一」で記載
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9,単位 百万円0x 
※百万円未満四捨五入

事 業 名  
２７補正予算額  

摘 要  ２７現計予算額  
２７補正後予算額  

x9おおさか地域しごと支援センター4, 

おおさかＵ Ｉ Ｊターン促進事  ５０  

府内で働きたいと考えＵ Ｉ Ｊターン就職希望者に対 
し、「しごと」に関する相談や、「くらし」に関する情 
報を提供 

【地方創生加速化交付金事業】 

業

 ・  

２０  
x9大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業4, 

大阪で活躍できる産業人材の確保 
０ 「攻めの経営」 への転換をめざす中小企業における 

プロフェッショナル人材x9ーズを掘り起こし、 プロ
フェッショナル人材の確保に向けた支援 
【地方創生加速化交付金事業】 

７０  

１０７  

０ 近畿圏の自治体と協力し、 「地域間連携・近畿圏移 
住促進フェア」を開催。地域の情報を発信し、ｕ Ｉ 
Ｊターン就職希望者の集客向上を図る 

０ 「理系人材等による、提案型研究開発プログラム」 
や「ＩＴを活用した生産性向上支援プログラム」など、 
挑戦したくなるような魅力的なプログラムを提供 
し、 東京圏の優秀な若者を大阪へ人材還流 

０ 就職活動前の大学生9,１0x３回生0xに対して、職 
業観・就業観の醸成を図る。学生x9ーズに即した情 
報展開により、発信情報の洗練化9,質の向上0xやサ
イト知名度の向上を図る 
【地方創生加速化交付金事業】 

高度若年人ネオ還流促進事業  ０  
１０７  

３２  女性の活躍推進に向けた取組みを実施 
０ キャリアを形成する若年期の女性の就業率をあげ 

るための先駆的な取組みを実施 
【地方創生加速化交付金事業】 

若年女性経済的自立支援事業  ０  
３２  

OＳＡＫＡしごとフィールド
９  

女性の活躍推進に向けた取組みを実施 
０ 女性が働き続けるための環境整備や、女性の就業 

等に関する支援機関の有する情報等をワンストップ
で必要な시二届けられるような体制作りを進める 
・ワンストップ相談機能の構築 
【地域女性活躍推進交付金事業】 
・環境づくりコンサルタント機能の発揮 
【地方創生加速化交付金事業】 

０  
女性活躍推進事業  ９  

,0１,0 


